
２０１８．１１発行

   海老名市消費生活センター       

海老名市勝瀬175番地の1 海老名市役所２階 

 ０４６－２９２－１０００ 

受付時間 ９：００～１６：３０（月～金） 

対象：海老名市在住・在勤の方 

しまった！！解約したい、と思ったら・・・ 

クーリング・オフ制度を使おう！！ 

クーリング・オフって なに？ 

 一定の期間であれば「無条件で契約を解除できる制度」です。 

   商品や条件によっては解除できないものもあります。 

「クーリング・オフ」できるものは・・・ 

     訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売、 

     特定継続的役務提供、連鎖販売取引、 

     業務提供誘引販売 等になります。 

「クーリング・オフはがき作成セット」 

さしあげています！！

詳細については 裏面へ  

消費生活情報 

かわらばん ６号 



海老名市消費生活センターでは、すぐに使える
クーリング・オフはがきのセットをご用意して
います！！　お気軽に申し付け下さい。


